
市の組織が
変わります。

行政組織をスリム化し
市民ニーズへの柔軟な対応を目指します

４
月
１
日

か
ら 市の組織が
変わります。

行政組織をスリム化し
市民ニーズへの柔軟な対応を目指します

３つの課を新設します

その他の主な改正点

①地 域 経 済 課
地域産業のいっそうの振興を図ります！

NPOや自治会など「市民協働」の新たな総合窓口

環境に関する取組を一体的に推進します

【主な業務】

【主な業務】

商工会議所会館２階、勤労青少年ホーム１階

市役所１階（②番窓口）

　
市
で
は
、
４
月
１
日
か
ら
機
構
の

一
部
を
変
更
し
ま
す
。

　
市
民
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
、
地
方
分

権
に
伴
う
権
限
移
譲
の
進
展
な
ど
に

よ
り
求
め
ら
れ
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
が

質
的
に
高
度
化
す
る
と
と
も
に
、
量

的
に
も
増
大
し
て
い
ま
す
。
一
方
で

職
員
数
の
減
少
な
ど
に
よ
り
、
現
行

の
組
織
機
構
の
ま
ま
で
は
、
適
切
な

行
政
サ
ー
ビ
ス
を
安
定
し
て
提
供
す

る
こ
と
が
困
難
に
な
る
恐
れ
が
あ
り

ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
現
在
の
組
織
機
構
の

枠
組
み
を
見
直
し
、
市
民
の
皆
さ
ん

の
ニ
ー
ズ
に
柔
軟
に
、
そ
し
て
素
早

く
対
応
で
き
る
よ
う
再
編
す
る
こ
と

と
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
主
な
変

更
点
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

問
合
　
企
画
調
整
課
（
行
政
改
革
推

進
室
＝
市
役
所
４
階
）

　産業政策課の経済振興関連分野、労働政策課の労働関連分野
と港湾振興室を統合し、新設。　　　　　　　　
　泉大津商工会議所会館に移転して、商工会議所との連携を強
化し、産業振興、港湾振興をはじめ地域経済のよりいっそうの
振興を図ります。

　人権啓発課、労働政策課の市民協働関連分野と秘書広報
課の自治振興関連分野などを統合し、新設。　
　NPO、自治会など市民協働の新たな総合窓口が誕生し
ます。

　みどり推進室、生活環境課と産業政策課の農水畜産業関
連分野を統合し、新設。みどり推進係、環境推進係、クリー
ン推進係の 3 係体制で環境関連分野の取組を一体的に推進
します。

●商工業の振興に関すること
●地域産業の振興に関すること
●臨海部の振興に関すること
●労働者の福祉の増進に関すること　（勤労青少年ホーム１階）

●同和問題その他人権に関すること
●男女共同参画に関すること
●自治会等の団体の振興に関すること
●市民協働の推進に関すること

【主な業務】
●公園の整備に関すること
●農水畜産業の振興に関すること
●自然環境の保全に関すること
●公衆衛生の向上に関すること
●公害の防止に関すること
●ごみの減量化および再資源化に関すること
●ごみ及びし尿の収集および処理に関すること

（商工会議所会館２階）

組織機構の簡素化を図るため、市民産業部を廃止
します。

都市基盤の一体的な整備を推進するため、都市整
備部と上下水道局を統合し、都市政策部とします。

より迅速な意思決定を可能とし、組織機構の簡素
化を図るため、全8室を廃止します。

建築住宅課は、まちづくり政策課に統合し、建築
住宅係となります。

体育振興課は、生涯学習課に統合し、スポーツ青
少年係となります。

消費者相談関連は、産業政策課から秘書広報課に
窓口が変わります。

②人権市民協働課

市役所２階（㉑番窓口）③ 環 境 課
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税 務 課
⑦

障がい福祉課
⑩

会計課
①

生活福祉課
⑨

保 険 年 金 課
⑤

児童福祉課
③

人権市民
協 働 課
②

市 民 課
④

高 齢 介 護 課

⑥

高齢介護課

⑧

（高齢福祉係、介護予防係）

（認定給付係、保険料係）

相談室

資料コーナー

玄　関

指
定
金
融
機
関

市
民
相
談
室

相
談
室

受
　
付

玄
　
関

待　合

喫煙
コーナー

相談室

101
会議室

EVEV

洗面所

W C

相談室

 

 

 

 

 

 

街路連立事業課
㉔

下水道課
㉕

水道課
㉖

まちづくり政策課
㉓

土木課
㉒

環境課
㉑

202
会議室

EV EV

201
会議室

WC

洗面所

総合政策部

企 画 調 整 課
地 域 経 済 課
危 機 管 理 課
秘 書 広 報 課

人 事 課
人権市民協働課

総 務 課
財 政 課
税 務 課

市 民 課

高 齢 介 護 課
障 が い 福 祉 課
生 活 福 祉 課
児 童 福 祉 課

健 康 推 進 課

保 険 年 金 課

まちづくり政策課
街路連立事業課
土 木 課
環 境 課
水 道 課

下 水 道 課

総 務 課

医 事 課

会 計 課

総 務 課
予 防 課

広域事業者指導課

社会福祉
事 務 所

診 療 局

事 務 局
看 護 部

総 務 部

健康福祉部

都市政策部

会計管理者

消 防 本 部

教 育 長

市 議 会

選挙管理委員会
監 査 委 員
公 平 委 員 会
農 業 委 員 会

市議会事務局

選挙管理委員会事務局
監査委員事務局
公平委員会事務局
農業委員会事務局

教育委員会
事務局
教育部

消 防 署

市 立 病 院

副市長市 長

警 防 課

教 育 総 務 課
指 導 課

生 涯 学 習 課

市役所フロアガイド
４月からの

４月からの

泉大津市行政機構図

●１階障がい福祉課および児童福祉課の窓口の場所が
右図のとおり変わります。
●現・生活環境課は環境課となり、２階に移ります。
●地域経済課（現･産業政策課および港湾振興室）は、
泉大津商工会議所会館２階に移ります。（平成 24 年
３月26日㈪から仮移転）

（移転後の連絡先）
〒595-0062　田中町10-7（☎51・7651、薨32・6000）
※労働相談関連は、今までどおり勤労青少年ホーム内。

１階配置図

２階配置図
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蜷市の組織が変わります



　
４
月
か
ら
、
高
額
な
診
療
費
な
ど

が
か
か
る
被
保
険
者
の
負
担
を
軽
減

す
る
た
め
、
従
来
の
入
院
診
療
に
加

え
、
外
来
診
療
に
つ
い
て
も
同
一
医

療
機
関
な
ど
で
の
同
一
月
の
窓
口
負

担
が
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
る
場

合
は
、
高
額
療
養
費
を
事
後
に
申
請

し
て
受
給
す
る
手
続
き
に
代
え
て
、

窓
口
で
の
支
払
い
を
自
己
負
担
限
度

額
ま
で
に
と
ど
め
る
取
り
扱
い
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
た
だ
し
、
転
院
や
複
数
の
医
療
機

関
な
ど
を
受
診
し
た
場
合
で
、
自
己

負
担
限
度
額
を
超
え
て
支
払
っ
た
と

き
は
、
従
来
ど
お
り
、
高
額
療
養
費

と
し
て
払
い
戻
し
し
ま
す
。

　
ま
た
、
す
で
に
「
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
（
７
月
31

日
有
効
期
限
）」
の
交
付
を
受
け
て

い
る
人
も
、
医
療
機
関
な
ど
の
窓
口

で
提
示
す
る
こ
と
で
、
自
己
負
担
限

度
額
が
８
０
０
０
円
に
な
り
ま
す
。

※

高
額
療
養
費
は
、
一
度
申
請
す
る

と
、
口
座
番
号
な
ど
を
変
更
し
な
い

限
り
再
度
申
請
の
必
要
あ
り
ま
せ

ん
。

※

高
額
療
養
費
の
計
算
に
は
、
入
院

時
の
食
事
代
や
保
険
診
療
外
の
差
額

ベ
ッ
ド
代
な
ど
は
含
み
ま
せ
ん
。

問
合
　
▽
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
給
付
課
（
☎
０
６
・
４
７
９
０
・

２
０
３
１
）
受
付
時
間
：
月
〜
金
曜

日
（
祝
日
を
除
く
）　
午
前
９
時
〜

午
後
５
時
30
分
　
▽
高
齢
介
護
課

（
市
役
所
１
階
８
番
窓
口
）

医
療
費
の
窓
口
負
担
が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
に

「消したはず 決めつけないで もう一度」実施中！

■ 後期高齢者医療制度　所得区分と自己負担限度額 後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者
の
皆
さ
ん
へ

住宅用火災警報器の「設置相談窓口」を設けています

統 一 標 語

　「住宅用火災警報器」は、すべての住宅に設置の義務が
あります。設置していない場合は早期に設置しましょう。
　消防本部では住宅用火災警報器｢設置相談窓口｣を設けて
います。住宅用火災警報器の取り付け方法、また高齢や障
がいなどで取り付けにお困りの人はご相談ください。

　３月１日㈭から７日㈬まで、春季全国火災予防運動を実施
します。火災が発生しやすい気候となるこの時期に、防火思
想のいっそうの普及を図って火災発生を防ぎ、高齢者などを
中心とする死者を減らし、財産の損失を防ぐことを目的とし
ています。火災などに強い安全安心な地域社会をつくるため
には、一人ひとりが防火防災意識を高く持ち、火災や災害が
発生した場合に的確に対応できるような基礎知識を身につけ
ていくことが大切です。
火の用心７つのポイント
①家のまわりに燃えやすいものを置かない
②寝たばこやたばこの投げ捨てはしない
③天ぷらを揚げるときは、その場を離れない
④風の強いときは、たき火をしない
⑤子どもには、マッチやライターで遊ばせない
⑥電気器具は正しく使い、たこ足配線はしない
⑦ストーブには燃えやすいものを近づけない
出火原因の第１位は「放火」です
◆建物に対する放火対策
①建物の周囲・物置・車庫・共同住宅のホールなど人が侵入

しやすい場所は、施錠の管理をきちんと行い、外部からの
侵入を防ぐ
②玄関などに照明器具を設置し、暗がりを作らない
③建物の周囲に燃えやすい物を置かない。   
◆地域などに対する放火対策
①夜間にゴミを放置しない
②自治会・事業所などが一体となって協力体制を確立し、放
火されにくい地域環境をつくる
◆車両に対する放火対策
①車両ボディーカバーは、防炎製品を使用する
②車両の施錠はしっかり行う
問合　消防署予防係 （☎21・0119）

現役並み所得者
（３割負担）
一般

（１割負担）
低所得Ⅱ
低所得Ⅰ

（注１）　「＋１％」は、医療費が 26 万 7,000 円を超えた場合、超
過額の１％を追加負担
（注２）　（　）内の金額は、被保険者が高額療養費に該当した月か
ら直近１年間に、世帯単位での高額療養費に年４回以上該当した
場合の、４回目以降の額（他の医療保険での支給回数は通算され
ません）

【低所得Ⅱ・Ⅰについて】
　低所得Ⅱ・Ⅰとは、自己負担割合が１割で、次の条件に該当す
る人を指します。
低所得Ⅱ…住民税非課税世帯に属する被保険者
低所得Ⅰ
▷住民税非課税世帯のうち、すべての世帯員の各所得が０円と
なる人（ただし、公的年金等控除額は、80万円として計算）

▷住民税非課税世帯に属する老齢福祉年金を受給している被保
険者

　低所得Ⅱ・Ⅰの適用を受けるためには、医療機関の窓口で「限
度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要があります。
高齢介護課にて交付申請をしてください。
限度額適用･標準負担額減額認定証の交付申請に必要なもの
▷被保険者証
▷印かん
▷低所得Ⅰ（老齢福祉年金受給者）の適用を受ける場合は老齢福
祉年金証書

外来（個人単位）

４万4,400円

所 得 区 分

４万4,400円

２万4,600円
１万5,000円

１万2,000円

8,000円

自己負担限度額（月額）
外来＋入院（世帯単位）
８万100円＋１％（注１）
（４万4,400円）（注2）
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予
防
注
射
を

受
け
ま
し
ょ
う
！

　
市
で
は
、
左
表
の
日
程
で
狂
犬
病

予
防
注
射
を
行
い
ま
す
。

　
飼
犬
登
録
済
み
の
皆
さ
ん
に
は
、

封
書
で
通
知
し
ま
す
の
で
、「
狂
犬

病
予
防
注
射
済
票
交
付
手
数
料
領
収

書
」
と
「
狂
犬
病
注
射
済
証
」
を
切

り
離
さ
ず
、
会
場
へ
ご
持
参
く
だ
さ

い
。
昨
年
と
日
程
が
一
部
変
わ
っ
て

い
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

料
金
　 

３
２
０
０ 

円
（
注
射
代 

２

６
５
０
円
・
注
射
済
票
代
５
５
０
円
）

※

釣
り
銭
の
い
ら
な
い
よ
う
ご
協
力

く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
鑑
札
お
よ
び
注
射
済
票
は
、

狂
犬
病
予
防
法
に
よ
り
犬
に
つ
け
て

お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

同
時
に
飼
い
犬
登
録
も
行
い
ま
す
　

　
飼
犬
登
録
を
し
て
い
な
い
人
は
、

当
日
登
録
の
受
け
付
け
も
行
い
ま
す

の
で
、
別
途
登
録
手
数
料
３
０
０
０

円
も
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

　
他
の
市
町
村
で
登
録
済
み
で
本
市

に
転
入
し
た
人
は
、
住
所
の
変
更
届

が
必
要
で
す
。
変
更
届
の
際
、
鑑
札

の
交
換
（
無
料
）
の
手
続
き
が
必
要

で
す
の
で
、
必
ず
現
在
お
持
ち
の
鑑

札
（
前
住
所
地
の
市
町
村
発
行
の
も

の
）
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。
前
の
住

所
地
で
交
付
を
受
け
た
鑑
札
を
紛
失

し
た
と
き
は
再
交
付
手
数
料
１
６
０

０
円
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
鑑
札
の
現
物
ま
た
は
登
録
申
請
書

の
写
し
な
ど
を
紛
失
し
、
前
住
所
地

の
登
録
が
確
認
で
き
な
い
場
合
は
、

現
場
で
の
手
続
き
は
で
き
ま
せ
ん
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
注
射
に
来
る
と
き
は
、
首
輪
を
き

つ
め
に
し
っ
か
り
つ
け
、
犬
を
十
分

制
御
で
き
る
人
が
連
れ
て
き
て
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
か
み
癖
の
あ
る
犬
は
、

あ
ら
か
じ
め
口
輪
を
着
け
て
き
て
く

だ
さ
い
。

犬
は
正
し
く
し
つ
け
ま
し
ょ
う

▽
ふ
ん
・
尿
の
放
置
は
や
め
、
飼
い

主
が
責
任
を
持
っ
て
処
理
す
る
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う

▽
４
月
１
日
か
ら
「
泉
大
津
市
ご
み

等
の
ポ
イ
捨
て
及
び
飼
い
犬
の
ふ

ん
等
の
放
置
の
禁
止
に
関
す
る
条

例
」
が
施
行
さ
れ
ま
す
。
条
例
を

守
り
き
れ
い
な
ま
ち
を
つ
く
り
ま

し
ょ
う

▽
犬
の
放
し
飼
い
は
や
め
、
散
歩
の

と
き
は
リ
ー
ド
を
つ
な
ぎ
、
犬
を

制
御
で
き
る
人
が
行
い
ま
し
ょ
う

▽
繁
殖
を
目
的
に
し
な
い
犬
は
去

勢
・
避
妊
手
術
を
受
け
さ
せ
ま

し
ょ
う

問
合
　
生
活
環
境
課
（
市
役
所
１
階

３
番
窓
口
）

予
防
注
射
を

受
け
ま
し
ょ
う
！

市
で
は
、
左
表
の
日
程
で
狂
犬
病

い
。
昨
年
と
日 予予予受受受

４月から動物火葬（ペット火葬）の
受付窓口が変わります。

■ 狂犬病予防注射日程表

　動物火葬（ペット火葬）については、４月１日から環
境課（市役所２階21番窓口）で受け付けを行います。希
望する人は、事前に環境課で手続きを行ってください。
ご遺体につきましては、市庁舎外（駐車場横）の安置所
にてお預かりします（単体火葬は除く）。
　安置所の場所が不明な場合は、受付にお尋ねください。

場　所
市民会館前
戎小学校
旭小学校南門前
小津中学校駐車場
（福山通運㈱社宅前）
森町自治会館前
総合体育館北側駐車場
北公民館駐車場
勤労青少年ホ－ム駐車場
板原公民館前
南公民館駐車場
要池住宅集会所前
条南町集会所前
市役所臨時駐車場（職員
会館裏側）

時　間
午前10時～11時30分
午後1時30分～2時30分

午後3時～4時

午後1時30分～３時
午前10時～11時30分
午後1時30分～2時30分

午後3時～4時
午前10時～11時30分
午後1時30分～２時30分

午後３時～４時
午前10時～11時30分

午前10時～11時30分

午後１時30分～３時30分

注射日

4月５日㈭

4月６日㈮

4月９日㈪

4月10日㈫

4月11日㈬

※雨天の場合は中止します（順延なし）。中止の場合は、会場周辺を広
報車でお知らせします。
※「総合体育館駐車場」は駐車料金が必要です。無料駐車券は発券しま
せんのでご了承ください。
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よ
り
わ
か
り
や
す
く
、
伝
わ
り
や

す
い
広
報
活
動
を
行
う
た
め
、
昨
年

11
月
号
紙
上
に
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご

意
見
を
い
た
だ
く
「
広
報
紙
・
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー

ト
」
を
掲
載
し
、
こ
の
た
び
結
果
が

ま
と
ま
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
広

報
紙
に
つ
い
て
の
回
答
を
掲
載
し
ま

す
。
掲
載
で
き
な
か
っ
た
も
の
に
つ

い
て
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
掲
載
し
ま

す
。

　
皆
さ
ん
か
ら
い
た
だ
い
た
ご
意
見

は
、
今
後
の
本
市
広
報
活
動
の
参
考

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
協
力

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ア
ン
ケ
ー
ト
実
施
要
綱

調
査
日
程
　
平
成
23
年
11
月
１
日
〜

25
日

調
査
方
法
　
広
報
紙
上
に
ア
ン
ケ
ー

ト
を
掲
載
。
郵
送
（
市
負
担
）、フ
ァ

ク
ス
で
受
け
付
け
。
上
記
期
間
中
は

ア
ン
ケ
ー
ト
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も

掲
載
し
、
メ
ー
ル
で
も
回
答
を
受
け

付
け
る

回
収
数
　
32
件

問
合
　
秘
書
広
報
課（
市
役
所
４
階
）

広
報
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
結
果
が
ま
と
ま
り
ま
し
た

● 現在の広報紙で楽しみにしてい
る記事は？

● 広報紙に求めるものは？ 要望や改善すべき点をお書きください。

● 広報紙で取り上げてほしい記事は？

● 現在の広報紙で不要だと思う記事は？
皆
さ
ん
か
ら
い
た
だ
い
た
貴
重
な
ご
意
見
は
、
今
後
の
広
報
紙
づ
く

り
な
ど
の
広
報
活
動
の
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

健康のページ
コラム・にんげん
おおつ物語
図書館だより
文化財へのいざない
市長のうごき
消費生活相談室
エンジョイ！SPORTS
その他

文化財へのいざない
市長のうごき
エンジョイ！SPORTS
おおつ物語
コラム・にんげん
図書館だより
消費生活相談室
健康のページ
その他

市のイベント情報
環境・ごみ
市の施策・予算・決算
高齢者福祉
国民健康保険・年金
子育て情報
健康推進
障がい者福祉
その他

（その他の意見）
▷情報かわら版 （計8件）
▷イベントインフォメーション（計 3
件） 
▷毎月見るのが楽しみ　ムダのこと多
いですが 
▷議会だより 
▷元気で～す！おおつっこ 
▷まちの話題 

（
数
字
は
回
答
件
数
）

（その他の意見）
▷内容を深く掘り下げて詳しく説明すれば？ 
▷アルザタワーを眺める市内風景写真、いろいろの角度から撮ったもの 
▷防災について 　▷医療 　▷食育情報 

16
10
10
9
9
9
8
4
15

6
4
3
3
2
2
2
0
5

14
11
10
9
8
6
5
5
6

▷市内の公共施設や、大型民間施設等での催しのお知らせ
や、健康診断、病院情報の掲載を。 
▷もっと質の悪い紙を使うべき。カラーでなくてよい。コ
ストをおさえるべき。発行部数も多いのでは？
▷こんな立派な市政だよりは、あまり他市等ではないと思
われるほどいいと思います。 
▷紙質を落として新聞のようにして、安価にしてほしい。
▷庁舎案内もときどき掲載してほしい。 
▷市長へのはがきを毎月してほしい。 
▷イベント・講座・相談会などの情報。 
▷年金・健康保険のピンチを市民にアピール 
▷泉大津市の政策、今後各方面での情報、展望、ポリシー
などを、市民と共有するためのコミュニケーションツー
ルであってほしいです。 
▷子育て関係のページを増やしてほしい。写真映像をより
多くしてはどうか。
▷議員だよりで健全化基準をクリアしているが、とあるが、
全国でワーストのグループであり、議員削減、議員報酬

の減額などを市政だよりで取り上げるべきである。 
▷見やすさを重視してほしい。最近、不要なイラストでご
ちゃごちゃして、紙面が見にくくなっていると思います。
▷市立病院の診察の時間や、病院の問い合わせの時間帯は
何時から何時までなのか、小児救急はいつやっているの
か、詳しいことを知りたい。 
▷トレーニング室でできることや、体育館でやっている習
い事など、もっと詳しく知りたい。あと、イベントや講
座の前回のこと（写真）や年齢層も知りたい。
▷ごみ袋有料になってからその入ったお金をどこにいくら
使っているのか、毎月記事にしてほしい。 
▷郷土料理、旬の料理など、食育に関するレシピのコーナー
を作ってください。 
▷食育の情報を毎月載せてほしい。 
▷特産物や、泉大津らしいものの情報がほしい。 
▷情報の正確さ、ニュースの新鮮さ、市民に伝えなければ
ならない暮らしの情報伝達など 
▷市長・市議会議員、職員などの詳細な活動報告

（
数
字
は
回
答
件
数
）

（
数
字
は
回
答
件
数
）
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男女がともに 
自分らしく生きられるように… 

 コ ラ ム ・ に ん げ ん
人間が人間らしく生きるために、すべての人が 

等しく持っている権利、人権について考えるコラムです。 

考えよう・人権

ひと 

共同  
参画  
きょうどうさんかく

泉
大
津
市
70
年

人
権
へ
の
取
り
組
み

年
は
、
泉
大
津

が
市
と
な
っ
て

70
年
目
を
迎
え

ま
す
。
市
と
な
る
以
前
は
、

大
津
町
で
し
た
。
昭
和
17
年

２
月
28
日
の
大
津
町
会
で
泉

大
津
市
の
設
置
が
議
題
と
な

り
、
内
務
大
臣
へ
の
意
見
書

提
出
が
満
場
一
致
で
議
決
し

ま
し
た
。
町
は
同
日
付
で
上

申
書
を
提
出
し
、
同
年
４
月

１
日
か
ら
泉
北
郡
大
津
町
を

廃
し
、
そ
の
区
域
を
泉
大
津

市
と
す
る
こ
と
が
告
示
さ
れ
、

こ
こ
に
泉
大
津
市
が
誕
生
し

ま
し
た
。

こ
こ
で
本
市
に
お
け
る
人

権
へ
の
取
り
組
み
を
、
市
の

広
報
紙
か
ら
簡
単
に
ひ
も
解

い
て
み
ま
し
ょ
う
。「
泉
大
津

市
政
だ
よ
り
」
に
初
め
て

「
人
権
」
の
文
言
が
見
え
る
の

は
、
昭
和
33
年
９
月
５
日
発

行
第
10
号
の
「
人
権
相
談
所

開
設
」
の
見
出
し
で
す
。「
こ

れ
か
ら
毎
月
第
二
火
曜
日
午

前
中
人
権
擁
護
委
員
の
方
が

当
市
役
所
に
お
出
で
に
な
つ

て
、
人
権
の
こ
と
な
ら
ど
ん

な
事
で
も
気
軽
る
に
秘
密
に

そ
し
て
無
手
数
料
で
相
談
に

応
じ
て
く
れ
ま
す
。（
中
略
）

人
権
擁
護
委
員
は
国
民
の
人

権
が
侵
さ
れ
な
い
よ
う
に
監

視
も
し
人
権
が
侵
さ
れ
た
時

は
、
そ
の
事
件
を
調
査
し
て

被
害
者
の
救
済
を
は
か
り
ま

す
。（
中
略
）
な
を
、
な
に
か

の
都
合
で
市
内
の
人
権
擁
護

委
員
に
相
談
す
る
の
は
気
が

引
け
る
（
中
略
）
戸
籍
係
ま

で
お
連
絡
下
さ
い
（
以
下
略
、

原
文
の
ま
ま
引
用
）」と
あ
り
、

委
員
２
人
の
住
所
・
氏
名
が

記
さ
れ
、
戸
籍
係
が
人
権
の

窓
口
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
翌
年
６
月
号
に
は

「
人
権
擁
護
の
は
な
し
」
と
し

て
「
わ
た
し
た
ち
の
人
権
」、

「
人
権
の
問
題
」
な
ど
の
記
事

が
、
昭
和
36
年
11
月
号
に
は

「
人
権
擁
護
週
間
」
と
し
て

「
人
権
擁
護
は
暮
し
の
中
か

ら
」、
昭
和
38
年
６
月
号
に
は

「
憲
法
記
念
日
に
寄
せ
て
」
と

し
て
「
あ
な
た
の
人
権
は
守

ら
れ
て
い
ま
す
か
」
の
記
事

が
見
ら
れ
ま
す
。

当
時
の
広
報
紙
は
、
B
４

版
両
面
１
枚
、
年
６
回
程
度

の
不
定
期
発
行
で
し
た
が
、

人
権
擁
護
へ
の
精
力
的
な
取

り
組
み
が
見
て
取
れ
ま
す
。

時
代
が
下
り
、
昭
和
44
年
の

同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法

制
定
を
受
け
、
昭
和
48
年
４

月
、
市
長
公
室
に
同
和
対
策

室
を
設
置
。
さ
ら
に
、
平
成

13
年
10
月
に
人
権
啓
発
課
を

設
置
し
、
現
在
に
至
っ
て
い

ま
す
。
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱

を
受
け
た
人
権
擁
護
委
員
は
、

昭
和
34
年
に
５
人
、
現
在
は

６
人
で
す
。
擁
護
委
員
や
担

当
課
に
よ
る
人
権
相
談
は
、

半
世
紀
以
上
の
長
き
に
わ
た

る
も
の
で
、
現
在
も
継
続
し

て
い
ま
す
。

本

結婚後はどっちの氏に？
婚姻後に妻の氏を名乗るカップルが、ゆるやかながら

増加しています。厚生労働省が毎年調査している、人口
動態調査によりますと、昭和50年では婚姻総数の約
1.2％でしたが、平成12年は約3 .0%、22年では約
3.7％と3倍以上になっているという結果が出ています
が、要因は何でしょうか。
女性が結婚後もそのまま自分の氏を名乗りたい理由と

して、自己同一性の確立、仕事上のトラブル防止、一人
娘であるなどが考えられます。
男性にとっての利点として、妻の親との養子縁組をす

るのではなく、婚姻後の氏として妻の氏を選択したに過
ぎないので重圧感が少ない。また、年収が低く、なかな
か結婚に踏み切れなかった男性から「夫は妻を養うべき

もの」という固定観念を解き放ち、婚結を容易にするな
どが考えられます。
そして、「結婚とは一方が他方に属するものではなく、

男女平等という観点のもと、お互いに自立し仕事や家事、
育児を分担し共に築いていくもの」と考える男女が増え
てきたことも、要因の一つです。
結婚を考えているお二人さん！
互いが対等であり、尊重し合うべき存在として、「夫

の氏を名乗る」のか「妻の氏を名乗る」のかということ
も、選択肢の一つとして考えてみてはいかがでしょうか。
話し合うことに意義があり、きっと新しい気付きがあり
ます。
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